
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
九
号

平
成
十
八
年
二
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
耐
震
偽
装
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
二
月
七
日
受
領

答

弁

第

二

九

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
耐
震
偽
装
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
十
月
七
日
に
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
株
式
会
社
（
以
下
「
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
」
と
い
う
。
）
の
関
係
者
を
名
の
る
男
性

か
ら
国
土
交
通
省
に
あ
っ
た
匿
名
の
電
話
の
内
容
は
、
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
に
お
い
て
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
帳
簿
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
並
び
に
イ
ー
ホ
ー
ム

ズ
新
宿
支
店
及
び
池
袋
支
店
に
お
い
て
天
空
率
（
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
三

十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
審
査
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

一
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
国
土
交
通
事
務
次
官
は
、
平
成
十
七
年
十
月
二
十
四
日
に
国
土
交

通
省
が
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
に
立
入
検
査
を
し
た
際
に
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
は
「
天
空
率
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
」
と
の
発
言
を
し
て

い
る
。
当
該
立
入
検
査
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
の
担
当
職
員
が
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
新
宿
支
店
所
属
の
確
認
検
査
員
に
天
空
率

の
チ
ェ
ッ
ク
方
法
等
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
が
建
築
基
準
法
の
確
認
を
行
う
に
当
た
り
建
築
基

一



準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
表
一
に
規
定
す
る
必
要
な
図
面
が
あ
る
か
ど

う
か
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
、
測
定
点
ご
と
の
計
画
建
築
物
の
天
空
率
の
値
と
適
合
建
築
物
の
天
空
率
の
値
の
差
が
〇
・
〇

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
、
逐
一
計
算
ソ
フ
ト
や
手
計
算
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
は
行
っ
て

い
な
い
こ
と
並
び
に
同
省
に
お
い
て
無
作
為
に
抽
出
し
た
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
新
宿
支
店
に
お
け
る
建
築
確
認
日
を
平
成
十
七
年

二
月
二
十
八
日
及
び
三
月
十
五
日
と
す
る
二
物
件
に
つ
い
て
、
天
空
率
の
計
算
に
係
る
書
類
の
写
し
の
提
供
を
求
め
て
、
天

空
率
の
計
算
が
正
し
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
国
土
交
通
事
務
次
官
の
発
言
は
、
誤
り
で
は
な
い
。

匿
名
の
電
話
が
あ
っ
た
日
か
ら
立
入
検
査
を
行
っ
た
日
ま
で
二
週
間
以
上
の
期
間
を
要
し
た
の
は
、
適
確
に
立
入
検
査
を

行
う
た
め
の
準
備
を
行
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
十
月
二
十
四
日
に
国
土
交
通
省
が
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
に
対
し
て
行
っ
た
立
入
検
査
は
、
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
に
お
い

て
建
築
基
準
法
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
帳
簿
が
適
切
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
並
び
に
イ

ー
ホ
ー
ム
ズ
新
宿
支
店
及
び
池
袋
支
店
で
天
空
率
の
審
査
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
査
す
る
目
的

で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

二



二
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
長
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
御
指
摘
の
電
話
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
十
五
時
ご

ろ
、
伊
藤
代
議
士
か
ら
同
課
長
に
対
し
て
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
に
伊
藤
代
議
士
が
株
式
会
社
ヒ
ュ
ー
ザ
ー
（
以
下
「
ヒ
ュ
ー
ザ
ー
」
と
い
う
。
）
社
長
ら
と

と
も
に
国
土
交
通
省
を
訪
問
し
た
際
、
応
対
し
た
同
省
職
員
は
、
小
川
富
由
同
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
長
で
あ
り
、
こ
れ
に

高
見
真
二
同
課
安
全
技
術
調
査
官
も
同
席
し
た
。
な
お
、
伊
藤
代
議
士
は
、
同
課
長
と
の
面
談
後
、
山
本
繁
太
郎
同
省
住
宅

局
長
と
面
談
し
、
こ
れ
に
同
課
長
及
び
同
調
査
官
も
同
席
し
た
。

二
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
職
員
が
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
か
ら
構
造
計
算
書
の
偽
装
の
疑
い
に
つ
い
て
電
子
メ
ー
ル
で
連

絡
を
最
初
に
受
け
て
か
ら
、
同
課
長
が
構
造
計
算
書
の
偽
装
に
つ
い
て
把
握
す
る
ま
で
の
間
の
経
緯
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。平

成
十
七
年
十
月
二
十
六
日
十
時
五
十
分
に
、
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
社
長
か
ら
同
課
職
員
あ
て
に
送
信
さ
れ
た
「
当
社
に
申
請

三



さ
れ
確
認
処
分
を
下
ろ
し
た
物
件
（
共
同
住
宅
）
に
つ
い
て
、
構
造
計
算
に
お
け
る
認
定
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
計
算
書
が
設
計
者

に
よ
り
意
図
的
に
改
ざ
ん
（
偽
造
）
さ
れ
た
事
実
が
発
覚
し
ま
し
た
。
事
態
が
重
要
で
す
の
で
特
定
行
政
庁
に
通
知
す
る
前

に
ご
報
告
に
伺
い
た
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
」
と
の
電
子
メ
ー
ル
が
最
初
の
連
絡
で
あ
り
、
当
該
電
子
メ
ー
ル
に
対
し
て

は
、
同
課
職
員
か
ら
通
常
の
違
反
案
件
で
は
指
定
確
認
検
査
機
関
（
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す

る
指
定
確
認
検
査
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
特
定
行
政
庁
（
同
法
第
二
条
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
行
政
庁

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
通
知
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
「
本
件
は
申
請
者
と
貴
社
と
の
問
題
」
と
回
答
し
た
。
同
月

二
十
七
日
に
、
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
社
長
か
ら
「
本
件
問
題
は
、
当
機
関
が
指
定
を
受
け
て
い
る
確
認
検
査
機
関
業
務
の
範
囲
に

と
ど
ま
ら
な
い
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
や
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
設
計
事
務
所
の
許
認
可
免
許
等
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
」
と
の
電

子
メ
ー
ル
及
び
電
話
を
受
け
、
同
月
二
十
八
日
に
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
と
面
談
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
同
日
、
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
社

し
ゅ
ん

長
と
同
課
職
員
が
面
談
し
、
相
談
に
係
る
物
件
が
工
事
中
又
は
未
竣
工
の
四
物
件
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
翌
二
十
九
日

に
は
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
社
長
よ
り
同
課
職
員
あ
て
に
、
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
が
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
確
認
を
行
っ
た
物
件
の
う
ち

竣
工
済
み
の
七
物
件
を
含
む
十
一
物
件
で
偽
装
が
認
め
ら
れ
る
と
の
電
子
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
同
月
三
十
一
日
に
同
課
職
員

か
ら
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
社
長
に
対
し
て
、
構
造
計
算
書
の
偽
装
に
関
す
る
特
定
行
政
庁
へ
の
通
知
と
偽
装
さ
れ
た
構
造
計
算
書

四



の
国
土
交
通
省
へ
の
提
出
を
電
子
メ
ー
ル
及
び
電
話
で
指
示
す
る
と
と
も
に
、
偽
装
さ
れ
た
構
造
計
算
書
に
つ
い
て
翌
日
の

十
一
月
一
日
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
い
旨
を
電
話
で
伝
え
た
。
同
月
四
日
、
北
千
住
の
未
着
工
の
一
物
件
の
み
に
係
る
偽
装
さ

れ
た
構
造
計
算
書
一
式
が
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
か
ら
国
土
交
通
省
に
提
出
さ
れ
、
構
造
計
算
書
の
偽
装
内
容
及
び
箇
所
の
確
認
を

構
造
計
算
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
認
定
に
係
る
性
能
評
価
を
行
っ
て
い
る
財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
に
依
頼
し
た
。
同
月
七

日
、
財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
北
千
住
の
未
着
工
の
一
物
件
に
つ
い
て
構
造
計
算
書
の
偽
装
内
容
及
び
箇
所
に

つ
い
て
の
報
告
が
あ
り
、
構
造
担
当
の
同
課
係
長
が
そ
の
偽
装
内
容
が
大
幅
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
同
月
八
日
、
同
課

内
で
打
合
せ
を
行
い
、
大
幅
な
偽
装
が
竣
工
済
み
の
物
件
に
及
ん
で
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
緊
急
の
対
策
に
着
手

し
た
。
こ
の
時
点
で
同
課
長
が
構
造
計
算
書
の
偽
装
に
つ
い
て
把
握
し
た
。

な
お
、
そ
の
後
、
同
月
九
日
に
関
係
特
定
行
政
庁
と
の
打
合
せ
を
行
い
、
同
月
十
日
、
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
に
対
し
二
十
物

件
、
株
式
会
社
東
日
本
住
宅
評
価
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
東
日
本
住
宅
評
価
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
対
し
一
物
件
、
合
計

二
十
一
物
件
に
つ
い
て
、
構
造
計
算
書
、
構
造
詳
細
図
等
の
提
出
を
求
め
た
。
同
月
十
一
日
に
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
及
び
東
日
本

住
宅
評
価
セ
ン
タ
ー
か
ら
竣
工
済
み
の
二
物
件
及
び
工
事
中
の
三
物
件
の
合
計
五
物
件
に
つ
い
て
、
構
造
計
算
書
、
構
造
詳

細
図
等
の
提
出
が
あ
り
、
同
日
、
こ
れ
ら
五
物
件
の
再
計
算
に
よ
る
耐
震
性
の
検
証
作
業
に
着
手
し
、
同
月
十
五
日
ま
で
精

五



査
し
た
。

二
の
�
に
つ
い
て

北
側
国
土
交
通
大
臣
に
対
す
る
構
造
計
算
書
の
偽
装
に
関
す
る
最
初
の
報
告
は
、
国
土
交
通
省
住
宅
局
長
か
ら
、
二
の
�

に
つ
い
て
で
述
べ
た
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
及
び
東
日
本
住
宅
評
価
セ
ン
タ
ー
か
ら
構
造
計
算
書
、
構
造
詳
細
図
等
が
提
出
さ
れ
た

竣
工
済
み
の
二
物
件
を
含
む
五
物
件
に
つ
い
て
の
耐
震
性
の
再
計
算
の
精
査
が
終
了
し
た
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
に
行

わ
れ
た
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
伊
藤
代
議
士
と
国
土
交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
長
の
面
談
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
十
五
時
三
十
分

ご
ろ
か
ら
約
二
十
分
間
程
度
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
同
代
議
士
と
国
土
交
通
省
住
宅
局
長
と
の
面
談
が
五
分
間
程
度
行
わ
れ

た
。
構
造
計
算
書
の
偽
装
に
関
す
る
報
告
を
国
土
交
通
大
臣
に
行
っ
た
の
は
同
日
十
七
時
過
ぎ
ご
ろ
で
あ
り
、
二
の
�
に
つ

い
て
で
述
べ
た
耐
震
性
の
再
計
算
の
精
査
の
結
果
を
得
て
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

構
造
計
算
書
の
偽
装
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日
に
、
関
係
特
定
行
政
庁
と
国
土
交
通
省
と
の
間

六



で
関
係
特
定
行
政
庁
か
ら
所
有
者
、
居
住
者
へ
の
通
知
を
行
う
と
同
時
に
公
表
す
る
方
針
を
確
認
し
た
上
で
決
定
し
た
。

二
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
長
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
に
伊
藤
代
議
士
が
ヒ
ュ
ー
ザ
ー
社

長
ら
と
と
も
に
国
土
交
通
省
を
訪
問
し
た
際
に
、
ヒ
ュ
ー
ザ
ー
社
長
か
ら
、
住
民
へ
の
告
知
又
は
公
表
に
当
た
っ
て
は
危
険

性
の
確
認
を
十
分
行
う
な
ど
慎
重
に
対
処
し
て
も
ら
い
た
い
、
国
指
定
の
確
認
検
査
機
関
が
偽
装
を
見
逃
し
て
お
り
国
に
も

責
任
が
あ
る
の
で
公
的
資
金
援
助
な
ど
が
欲
し
い
旨
の
発
言
、
同
課
長
か
ら
、
住
民
の
安
全
確
保
を
最
優
先
に
考
え
て
い

る
、
居
住
の
安
定
確
保
の
た
め
に
公
営
住
宅
等
を
使
っ
た
受
け
入
れ
等
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
旨
の
発
言
が
あ
り
、
同
代
議

士
は
専
ら
会
話
を
聞
く
側
に
回
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
住
宅
局
長
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
代
議
士
が
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
に
同
局
建
築
指
導
課
長
と
面
談

し
た
後
、
同
日
十
五
時
五
十
分
ご
ろ
か
ら
同
局
長
と
面
談
し
た
際
に
、
同
代
議
士
か
ら
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
建
築
確
認

検
査
機
関
を
指
定
し
た
国
に
も
責
任
が
あ
る
と
思
う
、
居
住
者
の
安
全
確
保
な
ど
が
大
事
だ
と
思
う
が
、
国
と
し
て
ど
う
対

応
す
る
の
か
と
い
う
旨
の
発
言
、
同
局
長
か
ら
、
国
と
し
て
は
、
ま
ず
は
居
住
者
の
安
全
確
保
と
居
住
の
安
定
が
必
要
で
あ

七



り
、
公
営
住
宅
等
を
使
っ
た
受
け
入
れ
等
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
保
有
す
る
文
書
等
の
提
供
等
に
当
た
っ
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
適
切
に
判

断
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

御
指
摘
の
国
土
交
通
省
と
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
と
の
電
子
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
九
日

の
衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会
に
参
考
人
と
し
て
出
席
し
た
イ
ー
ホ
ー
ム
ズ
社
長
の
発
言
を
受
け
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
提
供
等
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
ヒ
ュ
ー
ザ
ー
等
の
構
造
計
算
書
の
偽
装
が
確
認
さ
れ
た
建
築
物
の
関
係
者
と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て

は
、
個
々
の
要
請
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
ヒ
ュ
ー
ザ
ー
と
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
等
の
や
り
取
り
、
日
本
Ｅ
Ｒ
Ｉ
株
式
会
社
と
の

電
子
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
同
意
を
得
て
、
提
供
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
が
平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
に
姉
歯
秀
次
氏
の
一
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し
に
係
る
行
政
手
続
法

八



（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
に
基
づ
く
聴
聞
を
行
っ
た
際
、
姉
歯
秀
次
氏
は
、
大
口
の
取
引
先
か
ら
指
示
が
あ
っ
た

が
、
全
部
が
誰
か
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
旨
の
説
明
を
行
っ
た
。

五
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
が
話
を
聞
い
た
構
造
計
算
書
の
偽
装
が
確
認
さ
れ
た
建
築
物
の
関
係
者
の
う
ち
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
報

告
徴
収
、
立
入
検
査
、
関
係
者
へ
の
質
問
又
は
聴
聞
に
係
る
も
の
の
名
称
及
び
話
を
聞
い
た
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

�

ヒ
ュ
ー
ザ
ー

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日

�

株
式
会
社
サ
ン
中
央
ホ
ー
ム

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日

�

株
式
会
社
シ
ノ
ケ
ン

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日

�

イ
ー
ホ
ー
ム
ズ

平
成
十
七
年
十
月
二
十
四
日
、
十
一
月
二
十
四
日
、
十
一
月
二
十
五
日
及
び
十
二
月
二
十
日

�

日
本
Ｅ
Ｒ
Ｉ
株
式
会
社

平
成
十
七
年
十
二
月
八
日

�

東
日
本
住
宅
評
価
セ
ン
タ
ー

平
成
十
七
年
十
二
月
九
日

�

ビ
ュ
ー
ロ
ー
ベ
リ
タ
ス
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

平
成
十
七
年
十
二
月
十
四
日
及
び
十
二
月
二
十
一
日九



�

財
団
法
人
日
本
建
築
総
合
試
験
所

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

�

ユ
ー
デ
ィ
ー
ア
イ
確
認
検
査
株
式
会
社

平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日

��

姉
歯
秀
次
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

��

株
式
会
社
エ
ス
エ
ス
エ
ー
建
築
都
市
設
計
事
務
所
の
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

��

株
式
会
社
ス
ペ
ー
ス
ワ
ン
建
築
研
究
所
の
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

��

木
村
建
設
株
式
会
社
の
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

��

株
式
会
社
下
河
辺
建
築
設
計
事
務
所
の
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日
及
び
平
成
十
八
年
一

月
十
八
日

��

株
式
会
社
シ
ノ
ケ
ン
東
京
支
店
の
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日

�	

元
株
式
会
社
ス
ペ
ー
ス
ワ
ン
建
築
研
究
所
の
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
八
年
一
月
二
十
日

�


平
成
設
計
株
式
会
社
の
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
八
年
一
月
十
八
日

��

元
平
成
設
計
株
式
会
社
の
一
級
建
築
士
（
当
時
）

平
成
十
八
年
一
月
十
八
日

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
徴
収
、
立
入
検
査
、
関
係
者
へ
の
質
問
又
は
聴
聞
に
よ
り
構
造

一
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計
算
書
の
偽
装
が
確
認
さ
れ
た
建
築
物
の
関
係
者
か
ら
話
を
聞
い
た
内
容
の
提
供
等
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る

情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
趣
旨
を
踏
ま
え
つ
つ
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
、
行
政
手
続
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
適
切
に
判
断
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
報
告
徴
収
、
立
入
検
査
又
は
関
係
者
へ
の
質
問
の
結
果
に
つ
い
て
は
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
聴
聞
に
つ
い
て
は
概
要
を
提
供
等
す
る
こ
と
に
つ
い
て
本
人
の
同
意
を
得
て
、
そ
れ
ぞ
れ
提
供
等
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
を
退
職
し
た
者
の
再
就
職
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
そ
の
す
べ
て
を
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
平
成

十
八
年
一
月
五
日
時
点
で
国
土
交
通
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
同
省
を
退
職
し
た
も
の
が
再
就
職
し
て
い
る
国
土
交
通
大

臣
及
び
同
省
地
方
整
備
局
長
の
指
定
に
係
る
指
定
確
認
検
査
機
関
の
名
称
並
び
に
当
該
指
定
確
認
検
査
機
関
に
お
け
る
役
職

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�

財
団
法
人
日
本
建
築
セ
ン
タ
ー

理
事
長
、
専
務
理
事
、
総
務
部
長
、
評
定
部
長
、
顧
問
及
び
嘱
託

�

財
団
法
人
建
築
設
備
・
昇
降
機
セ
ン
タ
ー

理
事
長

�

財
団
法
人
住
宅
金
融
普
及
協
会

会
長

一
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�

財
団
法
人
住
宅
保
証
機
構

理
事
長
、
専
務
理
事
、
理
事
及
び
総
務
部
長

�

財
団
法
人
ベ
タ
ー
リ
ビ
ン
グ

理
事
長
、
専
務
理
事
、
理
事
、
総
務
部
長
及
び
環
境
・
防
耐
火
試
験
部
長

�

平
和
総
合
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
株
式
会
社

業
務
推
進
事
業
部
営
業
部
員

ま
た
、
国
家
公
務
員
を
退
職
し
た
者
の
指
定
確
認
検
査
機
関
へ
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
二
十
号
）
等
の
規
定
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

一
級
建
築
士
に
よ
る
構
造
計
算
書
の
偽
装
に
よ
り
、
多
数
の
住
民
の
安
全
と
居
住
の
安
定
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
て
い
る

ほ
か
、
国
民
の
間
に
建
築
物
の
耐
震
性
に
対
す
る
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

お
尋
ね
の
耐
震
偽
装
問
題
に
関
す
る
政
府
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
構
造
計
算
書
の
偽
装
が
行
わ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
居
住

者
及
び
周
辺
住
民
等
の
安
全
確
保
と
居
住
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
最
優
先
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
国
民
の
不
安
を
解
消

す
る
た
め
、
実
態
を
把
握
し
、
偽
装
を
見
抜
け
な
か
っ
た
建
築
基
準
法
等
の
確
認
検
査
制
度
を
点
検
し
、
再
発
防
止
と
建
築

物
の
耐
震
化
の
促
進
に
、
全
力
を
尽
く
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
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